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「多古町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び 

「多古町障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」策定支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１． 業務の目的 

【多古町高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画】 

国や県の動向、多古町の高齢者の状況等を的確に把握し、多古町が取り組む

べき課題や高齢者福祉施策の方向性、サービス目標量等を定め、「多古町高齢

者福祉計画・第 10期介護保険事業計画」を策定することを目的とする。 

 

【多古町第 8次障害者計画・第 8期障害福祉計画・第 4期障害児福祉計画】 

国や県の動向、多古町の障害者を取り巻く環境やニーズを的確に把握し、多

古町が取り組むべき課題や障害者福祉施策の方向性、障害福祉サービスの目標

量を定め、「多古町第 8 次障害者計画・第 8 期障害福祉計画・第 4 期障害児福

祉計画」を策定することを目的とする。 

 

２． 業務の概要 

(1) 件名  

・多古町高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務 

・多古町第 8次障害者計画・第 8期障害福祉計画・第 4期障害児福祉計画策定 

支援業務 

(2) 業務内容  

別紙「多古町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「多古町障害者計画・障

害福祉計画・障害児福祉計画」策定支援業務仕様書（以下、「仕様書」という。）の

とおり。 

(3) 委託期間  

契約締結日の翌日から令和 9年 3月 26日まで 

(4) 契約上限額 

総額 11,227,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

    ・多古町高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務 

     6,124,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

    ・多古町第 8 次障害者計画・第 8 期障害福祉計画・第 4 期障害児福祉計画策定支援業務  

     5,103,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

上記金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示

すものであり、提案に当たっては上記金額を超えないものとする。上記金額に

は、本業務委託を履行するために必要な全ての経費を含むものとする。 

また、契約については、多古町高齢者福祉計画・第 10 期介護保険事業計
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画策定支援業務、多古町第 8 次障害者計画・第 8 期障害福祉計画・第 4 期

障害児福祉計画策定支援業務のそれぞれで締結するものとする。 

 

３． 参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

(1) 契約日までに令和 6・7 年度多古町入札参加資格者名簿に登載されている者で

あること。ただし、当該名簿に登載されていない者であっても、次の各項目に掲げ

る書類を提出（各１部）し、本町入札参加資格者としての基準を満たすことが認め

られる者にあっては、本プロポーザルに限り、当該名簿に登載されている者と同様

の資格があるとみなす。 

 ア  商業登記簿謄本又はその写し 

 イ  国税及び都道府県税の納税証明書（滞納がないことが確認できるもの） 

 ウ  多古町税等の納税証明書等（滞納がないことが確認できるもの） 

 エ  財務諸表の写し 

 オ  取引先一覧及び会社の概要（任意様式） 

(2) 多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成 8 年多古町訓令第 3 号)、

又は多古町物品等契約に係る業者指名停止基準（平成 26 年多古町訓令第 15

号）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(3) 多古町契約等に係る暴力団等対策措置要綱（平成 26年多古町告示第 11号）に

基づく排除措置を受けていないこと。又、同要綱第 2 条第 1 号に規定する暴力団

及び同条第 2号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 

(4) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない

こと。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。 

(6) 本業務公告開始の日現在において、国税、都道府県税及び多古町税等に滞納

がないこと。 

(7) 本業務公告以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

(8) 専門技術者等、十分な業務遂行能力を有し、適切な業務執行体制を有している

こと。 

(9) 過去 5 年間に、国又は地方公共団体等における同様事業の業務実績があること。 

 

４． 参加表明手続 

(1) 提出書類(各１部) 

 ア  プロポーザル方式参加申込書（様式 1） 

 イ  会社概要書（任意様式） 
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(2) 提出先 

多古町保健福祉課 

〒289－2241 千葉県香取郡多古町多古 2848番地 

(3) 提出方法 

     多古町保健福祉課に持参又は郵送すること。 

郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。 

(4) 提出期限 

令和 7年 10月 10日（金）まで。※郵送の場合は必着 

土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで。 

※参加表明書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式 2）を令和 7 年 10 月 14

日（火）までに提出すること。 

（5） その他 

     参加資格審査結果については、参加申込者に参加資格審査結果通知書（様

式 3）により 10月 15日（水）までに通知（郵送及びメール）する。 

 

５． 説明会 

本プロポーザルに関して説明会は実施しない。 

 

６． 本プロポーザルに関する質問と回答 

本プロポーザルに関しての質問は、「様式 4 質問書」を持参又は電子メールに添

付する方法により受け付ける。電子メールにより行う場合は電話連絡すること。 

(1)質問受付期限  令和 7年 10月 22日（水）まで。 

            土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで。 

（2）電 子 メール タイトルは、「多古町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び 

「多古町障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉画」 

策定支援業務質問書【事業者名】」とすること。    

宛先：fukushi@town.tako.lg.jp 

(3)回 答 方 法  町ホームページに随時掲載する。  

(4)連   絡   先  多古町保健福祉課 

電話：0479-76-3185 

 

７． 企画提案書の受付・提出 

参加資格要件を確認の結果、参加資格を有すると認められた者から、次のとお

り企画提案書を受け付けるものとする。 

(1) 提出書類 

提案書正本１部、副本 12部とし、紙媒体に加え、CD-R等に格納した電子デー

タも併せて提出すること。 
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(2) 提案書作成上の留意点 

提案者は、以下に掲げる事項を記載した企画提案書を提出するものとする。 

① 支援内容 

② 貴社が考える多古町のビジョンを含む全体コンセプト等 

③ 実施行程（スケジュール） 

④ 会社概要 

⑤ 見積書及び積算内訳※内訳は、企画費・人件費・印刷費など詳細に示すこと                                             

⑥ 業務実績（直近 2 年間における国又は地方公共団体等における同様事業の

業務実績） 

⑦ 制作従事者体制（担当者名・職名・経験・人数・役割など）        

⑧ 完成品の項構成（案）（各項の内容を簡潔に記載すること） 

⑨ 町民参画の手法（内容については具体的に示し、その手法による効果につい

ても示すこと。） 

⑩ 仕上がり見本（表紙＋本文２P分） 

⑪ 企画提案書は、A4 版・片面印刷(記載が 2P 以上になる場合は両面印刷も可

とする)・横書きスタイルとし、表紙には宛名「多古町長」、タイトル「多古町高齢

者福祉計画・介護保険事業計画」及び「多古町障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画」策定支援業務企画提案書、提出年月日、提案者名を記載

すること。 

※副本 12部については、提案者名は記載しないこと 

(3) 提 出 先 多古町保健福祉課 

(4) 提出方法 多古町保健福祉課に持参又は郵送すること。 

郵送の場合、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。 

(5) 提出期限 令和 7年 11月 7日（金）まで。※郵送の場合は必着 

       土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで。 

 

８． ヒアリング 

提案書の内容を評価するに当たり、ヒアリングは実施しない。 

  

９． 評価及び結果通知 

(1) プレゼンテーション 

 ア  日時 

令和 7年 11月 20日（木） ※時間については、別途参加者に通知する。 

 イ  会場 

多古町保健福祉センター内会議室 

 ウ  出席者 

最大 3名 
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 エ  本町が用意するもの 

・プロジェクター（HDMIケーブル）及びスクリーン 

・提出された提案書 12 部 

 オ  内容 

説明は 30分以内、質疑応答は 15分程度。※準備・片付け各 5分程度 

(2) 選定委員会 

評価は、「多古町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「多古町障害者計

画・障害福祉計画・障害児福祉計画」策定支援業務委託プロポーザル審査委員

会を設置し実施する。 

(3) 評価基準 

別表「多古町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「多古町障害者計画・障

害福祉計画・障害児福祉計画」策定支援業務委託プロポーザル評価基準のとお

り。 
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別表 「多古町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「多古町障害者計画・障

害福祉計画・障害児福祉計画」策定支援業務委託プロポーザル評価基準 

評価項目 着眼点 配点 

 

業務理解度 

 

本業務の趣旨を十分に理解しているか。 10点 

本町の地域特性や課題、まちづくりの方向性を

的確に把握しているか。 
10点 

実施方針 

提案内容に説得力があり、過去の実績等に基づ

いた実現性の高い提案であるか 
10点 

業務実施体制が十分であり、実施手順が効率的

かつ実現可能であるか。 
10点 

調    査 

調査内容が具体的に示されており、計画策定の

中で調査結果をどう反映させていくか示されてい

るか。 

町民参画の手法は適切であるか。 

20点 

 

提案書、仕上がり見本 

及び 

プレゼンテーション 

 

提案書の見やすさ、わかりやすさ、文章力 

論理的に整理されているか。 
10点 

仕上がり見本の見やすさ、分かりやすさ、文章力 10点 

プレゼンテーションのわかりやすさ、業務に対す

る取組意欲、事業者の対応は適正であるか。 
10点 

価    格 見積金額は、適当であるか。 10点 

 合    計  
 

100点 

注１ 上記は、審査委員 1人当たりの配点である。 

注 2 価格については、提出書類から客観的に行った採点を審査委員共通の 

採点とする。 
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(4) 受託候補者の決定 

審査委員が順位第 1 位を最も多く付けた提案者を候補者として選定する。なお、

順位 1位が同数の場合は、同数となった者について、順位 2位を多く付けた提案

者を候補者とする。順位 2 位と順位付けした審査委員数でも決定できない場合は、

同数となった者について、各審査委員が付けた順位を足し合わせた合計が小さ

い者を上位として決定する。いずれの方法でも決定できない場合は、審査委員に

よる合議又は多数決により決定する。 

(5) 結果通知 

結果の通知については、プロポーザル参加者に公募型プロポーザル審査結果

通知書（様式 5・6）により通知する。 

 

１０．提案資格の喪失等 

次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案はすることができない。

又、すでに提出された提案書は無効とする。 

(1) 「3.参加資格要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(2) 本町に提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

 

１１. 契約 

(1) 本プロポーザルにより受託候補者として選定された者と契約協議の上、提案上限 

   額の範囲内で委託契約を締結する。ただし、受託候補者として選定された者が参 

加資格要件を満たさなくなったとき、辞退したとき、その他契約を締結することがで 

きないやむを得ない事由により契約協議が成立しないときは、次点者と契約協議 

を行うものとする。 

(2) 委託契約締結にあたり、発注者と協議の上、仕様書の確定を行うものとする。なお、 

仕様書の内容は、「仕様書」及び「企画提案書」の内容を基本とするが、協議の結 

果、必要があれば訂正、追加、削除等を行うものとする。 

 

１２. その他 

(1) 本プロポーザルに係る費用は参加事業者の負担とする。 

(2) 提案書は 1 社 1 提案までとし、提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めな

い。 

(3) 提出された書類は返却しない。 

(4) 町は、提出された書類について、多古町情報公開条例(平成 13 年 3 月 16 日条

例第 1号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することがある。 

(5) 町は、提出された書類について、提出者に無断で本プロポーザルの目的以外に

使用しない。 
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１３．スケジュール 

募集告知開始 令和 7年 9月 30日（火）から 

参加表明締切 令和 7年 10月 10日（金） 午後 5時まで 

参加資格審査結果通知 令和 7年 10月 15日（水）まで 

質問締切 令和 7年 10月 22日（水） 午後 5時まで 

質問回答 令和 7年 10月 29日（水）まで 

提案書提出締切 令和 7年 11月 7日（金） 午後 5時まで 

プレゼンテーション 令和 7年 11月 20日（木）   ※予定 

審査結果公示 令和 7年 11月 25日（火）   ※予定 

審査結果通知 令和 7年 11月 25日（火）   ※予定 

契約事務手続 令和 7年 11月下旬       ※予定 

 

 

１4．問い合わせ先 

   多古町高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画に関するお問い合わせは多

古町保健福祉課（介護保険係）まで 

   多古町第 8 次障害者計画・第 8 期障害福祉計画・第 4 期障害児福祉計画に関

するお問い合わせは多古町保健福祉課（福祉係）まで 

担当 飯田・柴田 

電話 0479-76-3185 

E-mail fukushi@town.tako.chiba.jp 

 


